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1 検討経緯 

1.1 ダム事業の検証について 

 平成 21 年 12 月 25 日に、国土交通大臣より「新たな基準に沿った検証の対象とするダム事業

を選定する考え方」が示され、五木ダム事業が検証の対象とされた。 

 また、平成 21 年 12 月 3 日に、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」が発足し、検

証に係る検討を行う際に必要となる、幅広い治水対策の立案手法、新たな評価軸及び総合的な

評価の考え方等が検討され、平成 22 年 9 月 27 日に「今後の治水対策のあり方について 中間

とりまとめ」として提示された。 

 これを受け、平成 22 年 9 月 28 日に、国土交通大臣から、熊本県知事あてに、五木ダム事業

の検証に係る検討を行うよう要請されるとともに（平成 22 年 9 月 28 日付け国河計調第 6号）、

国土交通省河川局長から、熊本県知事あてに、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施

要領細目」（以下、「再評価実施要領細目」）に基づき、検証に係る検討を行うよう要請された（平

成 22 年 9 月 28 日付け国河計調第 7号）。 
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1.2 検証手法について 

 五木ダム予定地下流部に位置する球磨郡五木村宮園～竹の川地区（以下、「宮園～竹の川地

区」）では、平成16年から平成19年の出水で河床が低下し河道の流下能力が向上したことや、

今後も河床上昇の可能性が低いことから、再評価実施要領細目に示す目標の達成が当該事業

によらずとも可能であることが確認できた。（詳細は、「4 五木ダム検証に係る検討の内容」

で記述） 

このことから、ダム事業を中止する方向とし、再評価実施要領細目 第 5 その他 2 によ

り、従来からの手法※によって検証を行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※従来からの手法：熊本県公共事業再評価要綱（平成 23 年 6月） 

 

 第５ その他 

２ 社会情勢の変化等により、検証主体自らが検証対象ダムを中止する方向で考

えている場合には、検証に要する時間、費用等を軽減する観点から、利水者

等の関係者との合意形成状況に応じて、中止の方向性及びそのような考えに

至った理由を明らかにした上で、必ずしも本細目で示す詳細な検討によらず

とも、従来からの手法等によって検討を行うことができる。 

  その場合、従前と同様に、河川整備計画の作成状況に応じて、次のようなこ

とについて明らかにすることが求められることを考慮することが望ましい。

(2)河川整備計画が未作成である場合又は河川整備計画が作成されているが

今後変更する予定が有る場合には、基本的に、検証に係る検討に当たっ

て設定する目標と同程度の目標が妥当であること及び目標の達成が当該

事業によらずとも可能であること。 

「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」 ～抜粋～ 
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1.3 熊本県公共事業再評価監視委員会による審議について 

 五木ダム事業については、熊本県公共事業再評価要綱（平成 23 年 6 月）に基づく

再評価を行うこととし、平成 23 年度第 1回熊本県公共事業再評価委員会に県の対応

方針案を「中止」として諮問した。 

 五木ダム事業に関する審議の経緯は以下のとおりである。 

 

①第 1回公共事業再評価監視委員会 

 開催日：平成 23 年７月 26 日  

 内 容：事業概要及び県の対応方針（案）の説明 

②第 3回公共事業再評価監視委員会 

 開催日：平成 23 年 8 月 24 日  

 内 容：現地調査 

③第 4回公共事業再評価監視委員会 

 開催日：平成 23 年 9 月 12 日  

 内 容：詳細審議 

④第 5回公共事業再評価監視委員会 

 開催日：平成 23 年 10 月 17 日  

 内 容：詳細審議 

⑤第 6回公共事業再評価監視委員会 

 開催日：平成 23 年 11 月 9 日 

 内 容：対応方針（案）への委員会意見の審議 
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2 流域及び河川の概要について 

2.1 流域の概要 

 五木ダムを計画している川辺川は、球磨川の右支川にあたり、熊本県と宮崎県の県

境にまたがる国見岳（標高 1,739m）を源流とし球磨川に向かって南西に流れ、八代市

泉町、五木村を貫流し、相良村で球磨川に合流する流域面積 533km2、流路長 62km の一

級河川であり、球磨川流域面積の約 3 割を占める最大の支川である。このうち、五木

ダムは 214km2の流域面積を有している。 

 川辺川流域の気候は山地型気候区に属し、年平均降水量は約 2,860mm に達する。ま

た、ダム予定地は仏像構造線(大坂間断層)の北側、秩父累帯(中～古生代)に位置し、

礫岩・砂岩及び粘板岩等が分布している。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.1  球磨川・川辺川流域図 

 五木ダム予定地 
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2.2 川辺川上流域の治水の歴史 

2.2.1 過去の主な洪水等 

 川辺川上流域では、これまで集中豪雨や台風により、度々被害が発生している。 

 五木村における主な被害の実績を下表に示す。 

 

表 2.2.1 主な被害の実績 

 

発生年月日 原因 被害の状況（※土砂災害含む） 

S38.8.16～18 集中豪雨 

死者行方不明者 11 名、負傷者 1名、住家流失全壊 144 戸、半壊 45 戸、 

床上浸水 72 戸、床下浸水 83 戸 

（出典：昭和 38 年熊本県災害誌 熊本県） 

S39.8.22～24 台風 14 号 
住家流失全壊 4戸、半壊 10 戸、床上浸水 29 戸、床下浸水 75 戸 

（出典：昭和 39 年熊本県災害誌 熊本県） 

S40.6.28～7.6 集中豪雨 
住家流失全壊 25 戸、半壊 13 戸、床上浸水 49 戸、床下浸水 107 戸 

 （出典：昭和 40 年熊本県災害誌 熊本県） 

S57.7.24 集中豪雨 
住家全壊流失 1戸、床上浸水 6戸、床下浸水 8戸 

（出典：防災・消防・保安年報 熊本県） 

S59.6.29 集中豪雨 
死者行方不明者 16 名、負傷者 1名、住家流出全壊 5 戸 

（出典：防災・消防・保安年報 熊本県） 

H3.9.27 台風 19 号 
山林被害 355ha   

（出典：被害申請書 五木村） 

H10.6.22 集中豪雨 

斜面崩壊 栗鶴川河道閉塞   

6 世帯 12 名避難 

（出典：川辺川流域の砂防（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ）） 

H16.8.30 

H16.9.7 

台風 16 号 

台風 18 号 

国道 445 号被災（崩落）301m  

18 世帯 43 名避難 

（出典：災害報告書 熊本県、災害記録書 五木村） 

H17.9.6 台風 14 号 

床上浸水 1戸、床下浸水 2戸、国道 445 号被災（崩落）308m  

30 世帯 72 名避難 

（出典：水害統計、災害報告書 熊本県、災害記録書 五木村）  

H18.7.21 集中豪雨 
国道 445 号被災（崩落）60m、取水堰流失 

（出典：災害報告書 熊本県） 

H19.7.6 集中豪雨 
国道 445 号被災（崩落）390m 

（出典：災害報告書 熊本県） 
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(1)宮園～竹の川地区における昭和 38 年から昭和 40 年にかけての 3年連続の集中豪雨 

五木村を貫流する川辺川が氾濫し、流域の至る所で人家･人命に大きな被害をもたら

した。（写真-①、②参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝日新聞 昭和 38 年 8 月 19 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-① 昭和 38 年 8 月（平野地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-② 昭和 40 年 7 月（宮園地区） 

（ 出典：「暴れ川」球磨川水害記録集より ） 
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 (2)宮園～竹の川地区における平成 16 年から平成 19 年にかけての 4年連続の集中豪雨 

河床の砂礫が押し流され、河床が大きく低下するなどし、国道 445 号との兼用護岸

が崩落した。（写真-⑤、⑥、⑩参照）この際、長期間の通行止めを余儀なくされるな

ど、地域住民の生活に著しい困難を被った。平成 17 年 9 月には、道路冠水、家屋浸水

3戸等の被害が発生した。（写真-⑦～⑨参照）また、竹の川発電所取水堰も一部損壊し

た。平成 18 年 7 月には、竹の川発電所取水堰が全壊（流出）した。（写真-⑪参照） 

 

  【平成 16 年 8 月 台風 16 号出水の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-③ 宮園橋付近           写真-④ 宮園橋下流 

 

【平成 16 年 8 月 台風 16 号、9月 台風 18 号出水後の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-⑤ 築切地区付近の航空写真 

 

 

写真-⑥ 築切地区付近 国道 445 号 

 

築切地区 

国道 445 号 

竹
の
川
発
電
所
取
水
堰 川辺川 
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写真-⑦ 宮園地区 

写真-⑧ 宮園地区国道 445 号 

写真-⑨ 鶴地区 

写真-⑩ 築切地区 

写真-⑪-1 平成 16 年出水後(一部損壊)

写真-⑪-2 平成 17 年出水後(一部損壊)

写真-⑪-3 平成 18 年出水後(全壊)

写真-⑪-4 平成 22 年時点の状況 

【竹の川発電所取水堰の被災状況】【平成 17 年 9 月出水の状況】 
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2.2.2 治水事業の沿革等 

 宮園～竹の川地区では、昭和 38 年から昭和 40 年にかけての 3 年連続の集中豪雨に

より、甚大な被害が発生した。 

 この災害を契機に、宮園～竹の川地区を洪水被害から守ることを目的に、昭和 43 年

に五木ダム実施計画調査、昭和 44 年に五木ダム建設事業に着手しこれまで事業を進め

てきた。 

 この間、川辺川上流域では、大規模な河川改修は行っておらず、部分的に災害復旧

事業等を実施してきた。特に、平成 16 年から 19 年にかけての 4年連続の出水により、

宮園～竹の川地区では護岸・堰などの流出、道路の崩壊や河床の低下が発生したため、

護岸の復旧や、床止め等の河床安定化対策を実施している。 

 

 

2.3 宮園～竹の川地区の現状 

2.3.1 洪水の特徴 

① 河床勾配が急な山地河川であり流速が速い。 

② 宮園地点上流では、降雨のピークに対し洪水のピークが 1～2時間程度遅れる。 

 

2.3.2 現況の治水の安全性 

 宮園～竹の川地区では、球磨川水系で戦後最大規模の昭和 40 年 7 月洪水が、現況の

河道で流下可能である。 

 

2.3.3 堤防の整備状況 

 宮園～竹の川地区の大部分が掘込河道であり、築堤は一部で存在している。本地区

では、従来、大規模な河川改修は行っておらず、部分的に災害復旧事業等を実施して

きた。 
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2.4 現行の治水計画 

2.4.1 河川整備基本方針 

 球磨川水系河川整備基本方針は、平成19年5月11日に策定されている。 

河川整備基本方針の諸元は以下のとおりである。 

 

表 2.4.1 基本高水のピーク流量等一覧表 

河川名 基準地点 

基本高水の 

ピーク流量 

(m3/s) 

洪水調節施設に

よる調節流量 

(m3/s) 

河道への 

配分流量 

(m3/s) 

人吉 7,000 3,000 4,000 

球磨川 
横石 9,900 2,100 7,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.4.1 球磨川計画高水流量図(単位 m3/s) 

 

 

 

2.4.2 河川整備計画 

 球磨川水系河川整備計画は現時点で未策定である。 
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2.4.3 五木治水ダム建設事業全体計画 

 五木治水ダムの建設される地点における基本高水ピーク流量 2,140m3/s のうち、

540m3/s の洪水調節を行うものである。 

 計画流量配分は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.4.1 流量配分図 
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図3.1.1  五木ダム完成イメージ図 

3 検証ダムの概要 

3.1 五木ダムの目的等 

3.1.1 事業の目的 

 五木ダムは、宮園～竹の川地区を洪水被害から守ることを目的とする治水専用ダム

であり、洪水調節の方法は、自然調節（穴あき）方式を計画している。 

 

3.1.2 ダム及び貯水池の諸元 

・ 所 在 地 ： 左岸 熊本県 球磨郡 五木村 字中道 

右岸 熊本県 球磨郡 五木村 字上荒地 

・ 型 式 ： 重力式コンクリートダム 

・ 総 貯 水 容 量 ： 3,500,000m3 

治 水 容 量 ： 3,200,000m3 

堆 砂 容 量 ： 300,000m3 

・ 湛 水 面 積 ： 0.2km2 

・ 堤 高 ： 61.0m 

・ 堤 頂 長 ： 132.0m 

・ 堤 体 積 ： 119,000m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.1.3 建設に要する費用、工期 

  ①建設に要する費用（総事業費点検後） 233 億円 

  ②工期（完成予定年度）        平成 26 年度 
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⑤ダム本体

④付替道路

（2.18 km）

③工事用道路

（7.86 km）

②家屋移転

（5戸）

①用地取得

（30.3ha）

71％（1.54 km）

100％（7.86km）

0％

100％（5戸）

29％
(ﾄﾝﾈﾙ 0.64 km)

99.7％（30.2ha）

3.2 五木ダム事業の経緯 
 

  昭和 43 年  実施計画調査着手 

  昭和 44 年  建設事業着手 

  昭和 56年  川辺川ダム補償基準妥結（3団体） 

        （五木ダム補償基準は、川辺川補償基準を適用） 

  昭和 58 年  全水没家屋（5戸、6世帯）の補償契約完了 

  平成 3 年  全体計画（当初）認可 

  平成 18 年  全体計画（変更）認可 

 

 

3.3 五木ダム事業の現在の進捗状況 

3.3.1 予算執行状況 

  平成 22 年度迄(昭和 44 年度～平成 22 年度)の予算額合計  146 億円 

 

3.3.2 予算執行内容 

   ①用地取得（用地一筆(ダムサイト左岸)及び漁業補償を残し完了：99.7%） 

   ②家屋移転（全家屋の移転を完了：100%） 

  ③工事用道路（ダムサイト下流左岸 全体延長 1.50km 完了：100%） 

         （国道445号 全体延長 6.36km 完了：100%） 

   ④付替道路（国道445号 全体延長 2.18km のうちＬ＝1.54km完了：71%） 

   ⑤ダム本体（未着手：0%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

執行済： 
未執行： 

（平成 23年 3月末時点） 

表 3.3.1  五木ダム事業の進捗
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4 五木ダム検証に係る検討の内容 

4.1 検証に用いる対象洪水の設定 

 現在、球磨川水系では、国、県、流域市町村で、平成 21 年 1 月から「ダムによらない

治水を検討する場」（以下、「検討する場」）を設置し、水系全体の治水対策の検討を進め

ている。平成 22 年 6 月、第 8 回「検討する場」において、「球磨川水系河川整備計画」

の原案等へ反映させるものとして、河川管理者である国から「球磨川水系における治水

対策の基本的考え方（案）」（以下、「基本的考え方(案)」）が提示された。この中で、治

水対策の内容と、それによる球磨川水系で戦後最大規模の昭和 40 年 7 月洪水に対する治

水効果等が示されている。 

球磨川の支川である川辺川上流域に計画している五木ダムの検証にあたっては、「検討

する場」の議論も踏まえ、県において昭和 40 年 7 月洪水を川辺川上流域における河川整

備計画に相当する対象洪水として設定した。 

 なお、この洪水における五木宮園地点の流量は 1,220m3/s となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.1 五木ダム事業概要図 （平成 23 年 3月末時点） 

付替道路・工事用道路　L=8.5km
  

付替道路（清水ﾄﾝﾈﾙL=0.64km）
（未施工）

宮園

神屋敷

竹の川

横手

平野

西谷栗鶴
松尾野

八重

上荒地

一渡瀬

下鶴

五木ダム本体
（未施工）

工事用道路L=1,5km

川辺川

 

図 4.1.1  人吉地点における洪水流量 
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4.2 河道状況の変化 

 宮園～竹の川地区では、平成16年から平成19年までの4年連続の出水により、護岸や

堰などの流出、道路の崩壊等が発生した。それに伴い、五木ダム予定地の下流部では、

河床の低下が発生し、その傾向が続いていた。（写真-⑫～⑯参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-⑫ 宮園橋下流左岸 写真-⑬ 宮園橋上流左岸 

護岸の基礎が露出 

低下前（H13） 低下後（H22）

写真-⑭ 鶴地区河道の状況（35K200 付近） 

図 4.2.1 河道状況の変化(鶴地区) 

最深河床高が約 2m 程度低下 

※低下前と低下後の断面では、測量位置と測線方向に多少のずれがあります。

 低下前 (H13)

低下後 (H22)

35k200 付近
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低下前（H13）

写真-⑮ 横手地区河道の状況（35K600 付近） 

写真-⑯ 宮園地区河道の状況（36K200 付近） 

図 4.2.2 河道状況の変化(横手地区)

低下後（H22）

低下前（H13） 低下後（H22)

図 4.2.3 河道状況の変化(宮園地区)

最深河床高が約 2m 程度低下 

36k200 付近

35k600 付近

※河床低下前と低下後の断面では、測量位置と測線方向に多少のずれがあります。

※河床低下前と低下後の断面では、測量位置と測線方向に多少のずれがあります。

最深河床高が約 1.5m 程度低下 

低下前 (H13)

低下後 (H22)

低下前 (H13) 

低下後 (H22) 
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 このため、県では、護岸の復旧とともに床止め等※の河床安定化対策を災害復旧事業

等により実施した。（写真-⑰、⑱参照）その結果、低下傾向にあった河床が概ね安定

化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-⑰ 横手地区（35K500 付近） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-⑱ 築切地区（34K800 付近） 

 

 

 

 

 

 

護岸被災状況（H19） 護岸復旧状況（H22）

床止め設置前（H19） 床止め設置後（H22）

※河床の洗掘を防止し河床勾配を安定させるために、河川を横断して設ける施設。

当地区では平成21年3月～4月に床止めを3基設置。 
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竹の川発電所取水堰
栗鶴川合流点 宮園橋
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270.0

275.0

280.0

285.0

290.0

295.0

300.0

305.0

310.0

315.0

320.0

325.0

330.0

33.0 33.2 33.4 33.6 33.8 34.0 34.2 34.4 34.6 34.8 35.0 35.2 35.4 35.6 35.8 36.0 36.2 36.4 36.6 36.8 37.0 37.2 37.4

距離標（ｋm）

標高（TPm）

国管理　　県管理

竹の川発電所取水堰 栗鶴川合流点 宮園橋

33

梶原川合流点

1,703m3/s

1335m3/s
1220m3/s

0

500

1000

1500

2000

2500

3
3
.
0

3
3
.
2

3
3
.
4

3
3
.
6

3
3
.
8

3
4
.
0

3
4
.
2

3
4
.
4

3
4
.
6

3
4
.
8

3
5
.
0

3
5
.
2

3
5
.
4

3
5
.
6

3
5
.
8

3
6
.
0

3
6
.
2

3
6
.
4

3
6
.
6

3
6
.
8

3
7
.
0

3
7
.
2

3
7
.
4

流下能力(m3/s)

距離標(km)

4.3 現況流下能力の検証 

 五木ダム下流部の宮園～竹の川地区では、河床が低下した状態で概ね安定化し、流

下能力が向上した。 

 河床低下後の流下能力を検証した結果、五木ダムの洪水防御区域である宮園～竹の

川地区では、河川整備計画相当の対象洪水として設定した、昭和40年7月洪水による溢

水は発生しないことが明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.2 川辺川上流域の流下能力図 

図 4.3.1 河床高と水位※の変化 （※S40 年 7 月洪水（1,220m3/s）流下時の計算水位） 

国管理 県管理 

(H18.7 流出) 

        堤防髙：現況 左岸 

堤防髙：現況 右岸 

計算水位:河床低下前（全体計画策定時）

計算水位:河床低下後（検証時） 

最深河床高:河床低下前（全体計画策定時）

最深河床高:河床低下後（検証時） 

流下能力:河床低下後(検証時) 

流下能力:河床低下前(全体計画策定時) 

昭和 40 年 7 月洪水流量 

(H18.7 流出) 
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4.4 検証対象洪水に対する治水対策の必要性 

 宮園～竹の川地区において、検証対象洪水となる昭和 40 年 7 月洪水では溢水が発生

しないため、ダムや河道改修等の治水対策を行なう必要性はない。 

 なお、河床安定や橋梁・護岸等の保護のための治水対策については、河道の状況を

見ながら対応していく必要がある。 

 

 

4.5 河床上昇の可能性 

 宮園～竹の川地区においては、次に示す①～③の状況を踏まえ、今後、治水上の支

障となるような河床上昇の可能性は低いと考えられる。 

 

①宮園～竹の川地区の上流域における砂防対策等の進展 

川辺川流域では、昭和 38 年から 40 年にかけての 3 年連続の集中豪雨により、洪水

被害に加え、大規模な山腹崩壊も発生したことを契機に、昭和 42 年から国の直轄事業

として、激甚災害を受けた箇所や荒廃の著しい渓流における砂防施設を重点的に整備

している。 

この砂防事業は、豪雨時に発生する山腹崩壊や土石流等の土砂流出による「人家・

公共施設等に対する直接的な土砂災害」のほか、「下流河川の河床上昇に伴う洪水被害」

を防止することを目的としている。 

川辺川流域では、平成 22 年度までに 139 の砂防施設※が完成し、そのうち、宮園～

竹の川地区の上流域では、80 施設※が完成している。 

この他、治山対策も進んでいるため、宮園～竹の川地区より上流域からの土砂流出

は、昭和 40 年時と比較すると抑制されていると考えられる。 

※直轄以外の砂防施設を含む。 

【参考】球磨川水系（川辺川）直轄砂防事業 

●100 年に一度程度の豪雨を対象とした事業 

① 水系砂防として、約 420 万 m3 の土砂整備で、100 年に一度までの豪雨にも

下流の河床上昇による氾濫被害を解消する。 

② 地先砂防として、土石流対策を進め、山間地や谷出口などに存在する保全対

象における土石流災害の防止、軽減を図る。 

・ 整備対象土砂量 ： 417 万 m3 

・ 砂防施設の効果量 ： 175 万 m3※（平成 23 年末時点） 

・ 土 砂 整 備 率 ： 約 42%（平成 23 年末時点） 

  ※砂防施設の効果量は全事業（417 万 m3）から残事業（242 万 m3）を差し引いたもの 

出典：平成 23 年度 第 4回 九州地方整備局 事業評価監視委員会資料 
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（m）

1 葉木川堰堤 S31年度 12.6

2 桜谷川堰堤 S32年度 12.3

3 小鶴川堰堤 S37年度 10.8

4 横手谷堰堤 S38年度 14.0

5 栗寉川堰堤 S39年度 10.0

6 横手谷堰堤 S39年度 6.3

7 西内谷川堰堤 S40年度 8.5

8 小鶴川堰堤 S40年度 9.9

9 平野川堰堤 S40年度 9.0

10 にがこべ川砂防堰堤 S41年度 15.5

11 久連子川堰堤 S41年度 11.0

12 小鶴川堰堤 S41年度 12.4

13 平野川堰堤 S41年度 10.0

14 栗鶴川砂防堰堤 S41年度 10.0

15 入鴨川堰堤 S41年度 12.6

16 竹の川堰堤 S41年度 9.4

17 横手谷堰堤 S41年度 10.3

18 横手谷堰堤 S41年度 13.0

19 横手谷堰堤 S41年度 16.2

20 入鴨川第２砂防堰堤 S42年度 12.0

21 竹の川第２砂防堰堤 S42年度 10.0

22 平野川第３砂防堰堤 S43年度 12.5

23 西内谷川第２砂防堰堤 S43年度 12.0

24 にがこべ谷川第２砂防堰堤 S44年度 15.0

25 入鴨川第３砂防堰堤 S44年度 17.0

26 竹の川第３砂防堰堤 S44年度 16.0

27 平沢津砂防堰堤 S45年度 12.0

28 入鴨川第４砂防堰堤 S45年度 8.0

29 久連子川第２砂防堰堤 S45年度 10.0

30 葉木川第２砂防堰堤 S45年度 6.0

31 板木砂防堰堤 S46年度 8.0

32 椎葉砂防堰堤 S47年度 9.0

33 小原砂防堰堤 S47年度 20.0

34 空舎砂防堰堤 S47年度 20.0

35 平野川第４砂防堰堤 S47年度 20.0

36 にがこべ谷川第３砂防堰堤 S48年度 6.5

37 樅木砂防堰堤 S48年度 30.0

38 久連子川第３砂防堰堤 S48年度 13.0

39 空舎第２砂防堰堤 S48年度 12.0

40 板木川第２砂防堰堤 S49年度 10.0

41 下鶴砂防堰堤 S49年度 11.5

42 入鴨川第５砂防堰堤 S49年度 20.0

43 腰越砂防堰堤 S50年度 15.0

44 椎葉第２砂防堰堤 S51年度 15.0

45 空舎第３砂防堰堤 S52年度 14.5

46 下鶴第２砂防堰堤 S53年度 15.5

47 朴木砂防堰堤 S54年度 25.0

48 竹の川第４砂防堰堤 S55年度 11.0

49 裾川砂防堰堤 S56年度 14.5

50 久連子川第４砂防堰堤 S57年度 17.0

51 入鴨川第７砂防堰堤 S60年度 14.0

52 小原川第２砂防堰堤 S60年度 21.0

53 久連子川第５砂防堰堤 S61年度 22.0

54 板木川第３砂防堰堤 S61年度 20.0

55 下梶原川砂防堰堤 S62年度 9.0

56 日当谷川砂防堰堤 S62年度 20.0

57 にがこべ谷川第４砂防堰堤 S63年度 15.5

58 葉木川第３砂防堰堤 S63年度 16.0

59 平野砂防堰堤 H 1年度 11.0

60 樅木川砂防堰堤 H 5年度 20.0

61 小原川第３砂防堰堤 H 5年度 4.8

62 小原川第４砂防堰堤 H 5年度 4.9

63 小原川第５砂防堰堤 H 5年度 14.5

64 板木川第４砂防堰堤 H 5年度 10.0

65 下鶴第４砂防堰堤 H 5年度 7.5

66 栗鶴第３砂防堰堤 H 5年度 7.5

67 栗鶴第４砂防堰堤 H 5年度 8.0

68 栴檀轟砂防堰堤 H 6年度 12.0

69 下鶴第３砂防堰堤 H 6年度 14.5

70 久連子川第６砂防堰堤 H 7年度 20.0

71 谷内川砂防堰堤 H 7年度 23.5

72 桜谷川第２砂防堰堤 H12年度 26.0

73 にがこべ谷川第６砂防堰堤 H18年度 11.0

74 椎原第２砂防堰堤 H19年度 13.5

75 にがこべ谷川第５砂防堰堤 H21年度 6.0

76 宮園第２砂防堰堤 H21年度 10.0

77 椎原砂防堰堤 H22年度 10.0

78 横手谷堰堤 - 15.0

79 栗鶴川階段工 S42年度 3.0

80 平沢津流路工 S53年度

砂防施設一覧表

NO 施　設　名 完成年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.1  砂防施設位置図（宮園～竹の川地区より上流域） 
出典：川辺川流域の砂防（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ） 

    砂防堰堤 

    流路工 

    階段工 
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  ②過去の河床高の変動状況 

   収集可能な既存の測量データにより、過去の河床高の比較を行なった。 

宮園～竹の川地区では河床が大きく低下する前の平成 5 年～13 年までの間、河床の

上昇傾向は見られず、概ね安定していた。また、河床が大きく低下した後の平成 19 年

～22 年の河床高では、床止めの周辺を除き河床の上昇は見られず、近年において宮園

～竹の川地区の河床が大きく上昇した状況は確認されていない。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.2  最深河床高の変動状況 
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    平成 5年最深河床高 

平成 13 年最深河床高 

平成 19 年最深河床高 

平成 22 年最深河床高 
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  ③将来の河床高の変動予測 

   将来の河床の変動について河床変動解析※1 により予測を行なった。その結果、床止

め周辺を除き河床の目立った上昇は見られず、宮園地区付近（距離標 36.0km～37.2km）

では河床が低下する傾向であることが予測された。 

   なお、今後も、定期的に河川測量を実施し、河床の変動状況を把握するとともに、

仮に河床の上昇が見られる場合には、治水上の支障に応じ、河床掘削を実施し、県が

管理すべき河床として設定した河床高を維持していく。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.3  河床変動解析縦断図 

 

(H21.3 竣工) 

(H21.3 竣工) 

(H21.4 竣工) 

(H18.7 流出) 

※1 河床変動解析で使用した河床変動モデルは、災害復旧計画時（H19～H20）に、国土

技術政策総合研究所と協議のうえ構築したもの。 

 

     上昇傾向  

低下傾向 

   平成 19 年平均河床高（実績） 

  10 年後平均河床高（計算） 

  30 年後平均河床高（計算） 

  50 年後平均河床高（計算） 

  100 年後平均河床高（計算） 
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4.6 竹の川発電所取水堰の再構築について 

 平成18年度の出水により全壊（流出）した竹の川発電所取水堰（以下、「旧取水堰」）

については、固定堰による再構築が計画されている。 

 旧取水堰は、昭和2年に建設されたもので現在の技術基準である河川管理施設等構造令

（以下、「構造令」）が制定される前の施設であったが、今回、取水堰再構築の際は、構

造令の適用を受けることになる。 

 構造令には、固定堰をやむを得ず設置する場合、治水の機能の確保のため適切と認め

られる措置を講ずるべき旨が定められている。 

今回の取水堰の再構築に際し、堰設置者は、背水の影響区間の河床管理や道路嵩上げ

等の背水対策を実施することとしており、このため、取水堰の再構築が治水に支障を及

ぼすことはないと考える。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 五木ダムの総合的な評価 

 宮園～竹の川地区では平成 16～19 年までの 4年連続の出水で、護岸・堰などの流出、

道路の崩壊等が発生した。 

 以降、五木ダム予定地下流部においては、河床が低下し続けるなど河道状況が不安

定であったため、床止め等の河床安定対策を実施した。この結果、被災前と比較して

河床が 1～2ｍ程度低下した状態で概ね安定化し、今後も治水上支障となるような河床

上昇の可能性は低いと考えられる。 

  

これらのことから、宮園～竹の川地区では流下能力が大きく向上し、河川整備計画

相当として設定した昭和 40 年 7 月洪水による溢水は発生しないため、ダムや河道改修

等の治水対策を行なう必要性はない。このため、本事業の継続は妥当と判断できない

ことから、事業を中止するものとする。 

「河川管理施設等構造令」 ～抜粋～ 

37 条（流下断面と関係） 

可動堰の可動部（流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。次条及

び第 39 条において同じ。）以外の部分（堰柱を除く。）及び固定堰は、流下断面（計画横断形

が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条、第 58 条第

１項及び第 61 条第１項において同じ。）内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部である

ことその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき、及び河

床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上

の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りでない。 
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5 関係者の説明等 

5.1 関係地方公共団体及び五木ダム関係住民への説明会等 

 五木ダム事業の検証内容や今後の治水対策等について、関係地方公共団体（五木村）

や関係住民（五木村民）へ丁寧な説明と意見交換会等を行なった。 

 

①平成 23 年 8 月 11 日 五木村、五木村議会（13 名） 

五木ダム事業に関する説明及び意見交換会 

②平成 23 年 8 月 11 日 五木村民（約 70 名） 

五木ダム事業に関する説明及び意見交換会 

③平成 23 年 9 月 6 日 宮園地区住民（16 名） 

五木ダム事業に関する関係 6地区説明会 

④平成 23 年 9 月 7 日 白水地区住民（10 名） 

五木ダム事業に関する関係 6地区説明会 

⑤平成 23 年 9 月 8 日 竹の川地区住民（12 名） 

五木ダム事業に関する関係 6地区説明会 

⑥平成 23 年 9 月 12 日 栗鶴地区住民（10 名） 

五木ダム事業に関する関係 6地区説明会 

⑦平成 23 年 9 月 13 日 平野・西谷地区住民（10 名） 

五木ダム事業に関する関係 6地区説明会 

⑧平成 23 年 9 月 14 日 八重地区住民（12 名） 

五木ダム事業に関する関係 6地区説明会 

⑨平成 23 年 11 月 22 日 五木村執行部 

宮園・竹の川地区の治水対策（案）に関する協議 

⑩平成 23 年 12 月 1 日 五木村執行部 

宮園・竹の川地区の治水対策（案）に関する協議 

⑪平成 23 年 12 月 14 日 五木村、五木村議会（14 名） 

宮園・竹の川地区の治水対策（案）に関する説明会 

⑫平成 23 年 12 月 20 日 五木村、五木村議会、総合行政審議会、区長会（約 40 名） 

宮園・竹の川地区の治水対策に関する説明会 
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【五木ダム事業に関する説明及び意見交換会（H23.8.11）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宮園・竹の川地区の治水対策に関する説明会（H23.12.20）】 
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6 熊本県公共事業再評価監視委員会の意見 

 平成 23 年 7 月 26 日から平成 23 年 11 月 9 日（第１回～第 6 回）まで審議の結果、五

木ダム事業については本県の対応方針（案）、「中止」は妥当と判断され、平成 23 年 11

月 21 日に委員会の意見として知事に報告された。 

 

 



- 29 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 31 - 

7 対応方針 

7.1 県の対応方針 

 熊本県としては、平成23年度熊本県公共事業再評価監視委員会の審議結果等を総合

的に判断して、五木ダム事業を「中止」する。 

 

■対応方針の決定理由 

 五木ダム事業は、宮園～竹の川地区の治水を目的として、昭和 43 年から事業を進め

て来た。 

 宮園～竹の川地区では平成 16～19 年までの 4年連続の出水で、護岸・堰などの流出、

道路の崩壊等が発生した。 

 以降、五木ダム予定地下流部においては、河床が低下し続けるなど河道状況が不安

定であったため、床止め等の河床安定対策を実施した。この結果、被災前と比較して

河床が 1～2ｍ程度低下した状態で概ね安定化し、今後も治水上支障となるような河床

上昇の可能性は低いと考えられる。 

 これらのことから、宮園～竹の川地区では流下能力が大きく向上し、河川整備計画

相当として設定した昭和 40 年 7 月洪水による溢水は発生しないため、ダムや河道改修

等の治水対策を行なう必要性はない。このため、本事業の継続は妥当と判断できない

ことから、事業を中止するものとする。 

 なお、橋梁・護岸等の保護のための治水対策は、今後も必要に応じて実施していく。  

 また、河川整備基本方針に位置付けられた計画規模の洪水に対しては、治水対策が

必要であり、上下流バランスを考慮し、下流の整備状況に合わせて検討していく。 
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